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第３３回瀬戸内海広域漁業調整委員会

１．日 時

平成２９年３月８日（水）１３時３０分～

２．場 所

神戸地方合同庁舎１階「第４共用会議室」（神戸市中央区海岸通２９）

３．出席委員等

（１）委 員

【会 長】

学識経験者 長野 章

【府県互選委員】

和 歌 山 県 大川 惠三

大 阪 府 岡 修

岡 山 県 豊田 安彦

広 島 県 北田 國一

山 口 県 梅田 孝夫

徳 島 県 岡本 彰

香 川 県 濱本 俊策

愛 媛 県 武田 晃一

福 岡 県 伊藤 正博

大 分 県 藤本 昭夫

【農林水産大臣選任委員】

学識経験者 副島 久実

（２）参 考 人

濱田 研一

（瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会（（公社）全国豊かな海づくり推進協会専務理事））

４．臨席者

水産庁 資源管理部 管理課 漁獲情報係長 森 拓 通

九州漁業調整事務所 資源課 資源管理計画官 今 泉 寛 典

資源管理係長 宮 沢 哲

国立研究開発法人 水産研究・教育機構

瀬戸内海区水産研究所資源生産部 主幹研究員 石 田 実

和歌山県 農林水産部 水産局 資源管理課 主 任 上 出 貴 士

大阪府 環境農林水産部 水産課 参 事 金 丸 忠 司

〃 技 師 志津馬 大起
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兵庫県 農政環境部 農林水産局 水産課 主 幹 西 野 英 樹

〃 職 員 齋 藤 公 司

中播磨県民センター姫路農林水産振興事務所 所長補佐兼水産課長 望 月 松 寿

岡山県 農林水産部 水産課 副 参 事 元 谷 剛

広島県 農林水産局 水産課 主 任 齊 藤 貴 行

山口県 農林水産部 水産振興課 主 査 吉 中 強

徳島海区漁業調整委員会事務局 事 務 局 鎌田 信一郎

香川県 農政水産部 水産課 課長補佐 栩 野 元 秀

〃 副 主 幹 小 林 武

〃 副 主 幹 藤 原 宗 弘

〃 主 任 吉 田 誠

愛媛県 農林水産部 水産局 水産課 担当係長 竹 中 彰 一

福岡県豊前海区漁業調整委員会事務局 事務主査 大 賀 直 子

大分県農林水産部漁業管理課 主 任 佐藤 慶之助

近畿農政局 統計部 生産流通消費統計課 統計専門職 安 達 晶

〃 兵庫県拠点 統計専門官 村 山 正 幸

中国四国農政局 統計部生産流通消費統計課 地域統計企画官 板 倉 隆

全国漁業協同組合連合会 主 務 役 金田 奈都子

兵庫県漁業協同組合連合会 主 任 岡 田 竜 幸

水産経済新聞社 大阪支局 記 者 川 邉 一 郎

みなと山口合同新聞社 大阪支社 記 者 本 岡 光 治

瀬戸内海漁業調整事務所 所 長 取 香 諭 司

〃 調整課長 中 川 秀 樹

〃 資源課長 山 本 隆 久

〃 指導課長 小 林 聖 治

〃 資源管理計画官 登 木 輝 幸

〃 調整課 許可係長 山 本 道 代

〃 調整課 調整係長 福 島 秀 悟

〃 調整課 調整係 冨 澤 輝 樹

〃 資源課 資源管理係長 西 川 栄 一

５．議題

（１）サワラ広域資源管理について

（２）燧灘カタクチイワシ広域資源管理について

（３）太平洋クロマグロの資源管理について

（４）平成２９年度資源管理関係予算について

（５）その他



- 3 -

６．議事の内容

（開 会）

（中川調整課長）

皆さん、こんにちは。

少し早いですが、皆様お集まりのようなので開会させていただこうと思い

ますが、携帯電話につきましては、マナーモードにお願いします。

それでは、ただいまから第３３回瀬戸内海広域漁業調整委員会を開催いた

します。

本日は、府県互選委員の田沼委員、大臣選任委員の山口委員がやむを得ず

欠席されておりますが、定数１４名のうち、過半数に当たる１２名の委員の

御出席を賜っておりますので、漁業法第１１４条で準用する同法第１０１条

第１項の規定に基づき、本委員会は成立していることを御報告いたします。

それでは長野会長、議事進行をお願いいたします。

（挨 拶）

（長野会長）

それでは委員会開催に当たり一言御挨拶を申し上げまして、委員会を開き

たいと思います。

委員の皆様方におかれましては、何かとお忙しい中、この第３３回瀬戸内

海広域漁業調整委員会に御出席を賜り、まことにありがとうございます。ま

た、国立研究開発法人水産・研究教育機構の瀬戸内海区水産研究所の石田主

幹研究員をはじめ、御担当の皆様にはお忙しい中、御臨席をいただきまして

ありがとうございます。

さて、本日の委員会では、サワラ瀬戸内海系群の資源状況を踏まえ、来年

度の資源管理の取組（案）について議論し、委員会指示の発出について協議

したいと考えております。また、来年度の種苗放流の取組（案）について、

報告を受ける予定となっております。

次に、太平洋クロマグロに関しまして、現在、委員会指示により、釣りや

ひき縄などの沿岸くろまぐろ漁業に承認制を導入しておりますが、最近の報

道にもありますとおり、全国的に違反事例が見受けられているところでござ

います。そのため、本日は、この委員会指示の違反への対応や処分方針につ

いて、協議したいと考えております。

このほか、燧灘のカタクチイワシの漁獲状況や資源管理についても、説明

が予定されております。

本日の委員会は、このような内容となっておりますが、要点を絞った議事
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進行に心がける所存でございますので、皆様の御協力をお願いして開会の挨

拶といたします。よろしくお願いします。

それではまず、最初に本日使用する資料の確認を行います。事務局、よろ

しくお願いいたします。

（資料確認）

（中川調整課長）

それでは、お手元にお配りしております資料でございますが、まず、議事

次第、委員名簿、出席者名簿、それから本日使用する資料として、資料１－

１「平成２８年度サワラ広域資源管理の実施状況等について」、資料１－２「サ

ワラ瀬戸内海系群の資源状況」、資料１－３「平成２９年度瀬戸内海海域サワ

ラ共同種苗生産・中間育成・放流の取組について」、資料１－４「はなつぎ網

等におけるサワラ資源管理措置に関する検討状況」、資料１－５「平成２９年

度サワラ広域資源管理の取組（案）」、資料２「平成２８年度燧灘カタクチイ

ワシ資源管理の取組」、資料３－１「太平洋クロマグロの資源管理の遵守・徹

底に関する調査について（中間整理）」、資料３－２「瀬戸内海広域漁業調整

委員会指示第２８号（沿岸くろまぐろ漁業）９に基づく違反者への対応及び

処分方針について（案）」、資料３－３「太平洋クロマグロの資源状況と管理

の方向性について」、資料４「平成２９年度予算の概要」、最後に参考資料と

して、資源評価の専門用語の解説、さわら広域資源管理の取組、燧灘カタク

チイワシの資源管理体制を配付しておりますので、御参照いただければと思

います。

以上でございますが、お手元の資料に不足等ございましたら、事務局まで

お申しつけください。

（議事署名人の選出）

（長野会長）

資料は、よろしいでしょうか。よろしければ、議事に入りたいと思います。

後日、まとめられる本日の委員会議事録の署名人を選出しておく必要があ

ります。本委員会事務規程では、会長が出席委員の中から指名することにな

っておりますので、今回は徳島県の岡本委員と福岡県の伊藤委員のお二人に

お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」という声あり）
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（議題（１）サワラ広域資源管理について）

（長野会長）

ありがとうございます。それでは、岡本委員、伊藤委員のお二方におかれ

ましては、よろしくお願いいたします。

それでは、議事次第に従いまして、議題１、サワラ広域資源管理について

に入ります。この議題の進め方につきましては、平成２８年度の実施状況の

報告、資源状況の報告、サワラ共同種苗生産等の平成２９年度の取組の報告、

はなつぎ網等のサワラ資源管理措置に関する検討状況の報告、平成２９年度

の取組（案）とこれに係る委員会指示の審議の順に進めたいと思います。

まず、サワラの資源管理に関する取組の実施状況等について、事務局から

説明をお願いいたします。

（登木資源管理計画官）

瀬戸内海漁業調整事務所資源管理計画官の登木と申します。私から平成２

８年度のサワラ広域資源管理の実施状況につきまして、御説明いたします。

すみません、座って説明させていただきます。

資料は１－１をご覧ください。１枚めくっていただきまして、今年度、取

り組んでいただいております漁獲管理措置につきまして、流し網の休漁期間、

それからひき縄等のさわら目的の操業禁止、それから漁獲量の上限設定の取

組を取りまとめております。左下になりますが、瀬戸内海における流し網の

網目規制としまして、１０．６ｃｍ以上とする取組を行っていただいており

ます。

それから、漁獲量制限を設けております播磨灘のはなつぎ網、さわら船び

き網、それから燧灘のさごし巾着網の今期の漁獲量が確定しましたので、資

料の右下にお示ししてございます。はなつぎ網につきましては、年間４０ト

ンの漁獲量制限に対し３１．７トンの漁獲、それから、さわら船びき網につ

きましては、年間２トンの漁獲量制限に対し１．８トン、それから、さごし

巾着網につきましては、今期は操業実態はなかったということで「－」とし

ております。

それから、１枚めくっていただきまして、平成２８年度のサワラ共同種苗

生産の結果について、お示ししてございます。まず、採卵につきましては、

５月９日に香川県さんに担当していただきまして、受精卵９８万粒の確保が

できました。その受精卵につきましては、瀬戸内海区水産研究所の屋島庁舎

で、水産研究機構の協力や助言を仰ぎながら、また関係府県から派遣いただ

きました生産技術研修員により、約９万８，０００尾のサワラ種苗の生産が

行われました。その後、この囲みの下にございます大阪、兵庫、岡山、香川、
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愛媛、大分の６府県７箇所におきまして、関係漁業者等によりまして中間育

成を行っていただきまして、最終的には、約７万尾の放流が行われてござい

ます。

次のページをごらんください。こちらでは今期のサワラの漁獲努力可能量、

いわゆるＴＡＥの実施状況について、お示ししてございます。一番右端に各

府県の合計値を掲載しておりますが、２８年度漁期におきましてはトータル

で１万４，３８０隻日、消化率としては１２％ということで、昨年と比べま

すと約２割程度、操業隻日数が減少しているところでございます。

次のページに、各府県ごと、漁業種類ごとの操業隻日数の推移をグラフで

お示ししております。右の一番上に全体の合計の折れ線グラフ、上の２行は

東部の流し網、真ん中の３行が西部の流し網、一番下の表が漁獲量制限を行

っております漁業種類の操業隻日数の推移になってございます。右上の合計

のグラフを見ていただきますと、平成１５年以降、操業隻日数はやや減少し

てまいりましたが、平成２２年ごろから、資源の回復に伴いまして、若干、

操業隻日数が増えてきましたが、平成２８年は操業隻日数が減少しておりま

す。

次のページをごらんください。こちらには、今年度に岡山県が実施しまし

たサワラの放流効果調査の結果をお示ししてございます。今年度の結果につ

きましては、真ん中の右端に記載されております。今年度は結果的に、３回

の調査となったわけですが、平成２８年生まれの０歳魚が２４１尾漁獲され

ております。それで、「２４１」の下に「８０．３」と記載されてございます

が、こちらは調査日１日あたりの採捕尾数ということで、平均しますと１日

あたり８０．３尾の採捕があったということでございます。この調査は、平

成１７年から岡山県さんが実施されておりますが、１日あたりの採捕尾数と

しましては、過去最高の尾数となっております。

また、放流魚につきましては、平成２５年以降、採捕できていなかったの

ですが、平成２８年につきましては、３年ぶりに１尾の採捕がございました。

それから、その下の表３ですが、こちらは調査により採捕された０歳魚の

尾数のほか、平均尾叉長、重量をまとめております。こちらを見ますと、今

年度の調査では、平均尾叉長で４４２ｍｍ、重量では６７５ｇということで、

過去の数字から見ますと、やや魚体が小さいことが見てとれるのではないか

と思っております。

今回の調査では、０歳魚が２４１尾と、かなり多く獲れたわけですが、今

年度の加入の良し悪しについては、今後、この０歳魚が１歳、２歳になり漁

獲されて、その漁獲状況をもとに瀬戸内海区水研の石田さんに資源解析をし

ていただいて、明らかになってくると考えております。今年度の取組の実施

状況につきましては、以上でございます。
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（長野会長）

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御意見等ござい

ましたらお願いいたします。ございませんか。

それでは次に、サワラ瀬戸内海系群の資源状況について、瀬戸内海区水産

研究所の石田主幹研究員より、御説明をお願いいたします。

（石田主幹研究員）

瀬戸内海区水産研究所の石田です。よろしくお願いします。資料１－２と

同じものを映写して説明させていただきます。

この資源解析は、日本全国で８５魚種系群で資源解析を行っております。

これは、水産庁から受託した我が国周辺水域資源調査評価等推進事業に基づ

くものです。平成２８年度、それぞれの魚種系群で資源評価をしまして、サ

ワラ瀬戸内海系群については、昨年８月に広島市で瀬戸内海ブロック資源評

価会議を開催しまして、そこでこの内容が採択されたものです。この資源状

況をまとめるにあたっては、ごらんの１１府県の担当者の方々と一緒にまと

めさせていただきました。

資源評価の手順です。これは、年齢別資源尾数を求めるデータが揃ってい

る魚種の一般的なやり方です。大まかに言えば、漁獲量と体長組成から年齢

別の漁獲尾数を求めて、資源尾数等を求めていくということになります。そ

れから、サワラの場合は種苗放流もしていますので、種苗放流のデータも加

えて精度をあげています。少し詳しく見てまいりますと、漁業養殖業生産統

計年報、これは農林水産省がまとめたもので、国の公式統計です。それから、

月別・体長別・漁法別の水揚量、それから、それに対応した体長組成です。

これらの資料から、一昨年になりますが２０１５年１２月までの月別・体長

別の漁獲尾数をまとめます。月別にまとめたものを、次は体長から年齢別に

分解しまして、年齢別の漁獲尾数をまとめてまいります。

これをコホート解析という世界中で一般的に行われている資源解析法によ

りまして、年齢別の資源尾数や漁獲係数という漁獲の強さをあらわす指数で

すけども、それを求めてまいります。ここに括弧書きの「（チューニング）」

というのは、解析精度をあげるために、操業隻日数あたりの漁獲尾数、ＣＰ

ＵＥと言いますが、魚の密度の指数を入れて精度をあげております。それか

ら、サワラの場合は種苗放流を行っております。放流魚の混入率と種苗放流

の尾数のデータがございますので、０歳魚の資源尾数から添加効率といった

放流した種苗のうち何％、どれだけの割合が資源に添加されたかという効率

を計算いたします。その添加効率をもとに、放流効果が出てまいりますので、

将来も放流するという仮定のもとで将来予測を行います。種苗放流を行って

いない魚種では、資源尾数、漁獲係数からそのまま資源解析を行います。コ
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ホート解析の前進法という一般的な方法で解析します。それから、加入量、

これは０歳魚の発生尾数のことなんですけども、この発生尾数が多いと成長

が落ちる、少ないと成長がよくなる、成長がよくなれば早く成熟して産卵数

も多いということが知られておりますので、将来予測に当たっては、こうい

った情報も加味しまして、精度を上げるように努めております。２０１６年

以降の資源尾数を計算しまして、同時に漁獲の強さを示す漁獲係数や、生物

学的許容漁獲量（ＡＢＣ）を算出します。水産庁から受託し資源評価を行っ

ている全ての魚種系群で、生物学的許容漁獲量を算出します。これは、いわ

ゆるＴＡＣ対象魚種、漁獲可能量が設定されている７魚種では、ＡＢＣを基

本として漁獲可能量を設定してまいりますけども、サワラ瀬戸内海系群はＴ

ＡＣ対象ではございませんので、ＴＡＣ以外、つまりＡＢＣに基づかない適

切な管理方策というのを、資源解析結果からまとめてまいります。

そのデータをこれからお示しします。漁獲量です。瀬戸内海全体の漁獲量

を灘別に色分けしたものです。横軸は西暦の年、１９６８年、昭和４３年か

らあります。縦軸は漁獲量で単位はトンです。棒グラフの色分けは、赤が瀬

戸内海の西側、青が東側で、濃い色が瀬戸内海の真ん中、薄いところが両水

道に近いところになります。上から周防灘、伊予灘、安芸灘、備後芸予瀬戸

という順番に一番下が紀伊水道になっております。１９７０年代後半に３，

０００トンを超えた漁獲量は、８０年代後半には６，０００トンに達しまし

て、この間に非常に漁獲能力が強まりました。このことによって乱獲に陥り

まして、資源は減りました。１９８０年代後半から資源が減ることに対応し

て、漁獲量も急激に減ってまいりまして、１９９８年、平成１０年には２０

０トンを下回るところまで減少してしまいました。その後、漁業者の方の努

力等により資源は回復してまいりまして、それによって漁獲量も一旦、足踏

みもしましたが増えております。２０１５年には２，５００トンを超えると

ころまで、量的には回復しております。このグラフは年別の漁獲量です。

次に過去１０年分の月別・灘別の漁獲量をお示しします。２００７年から

２０１６年１２月までになります。色分けは同じです。毎年、色の濃い棒線

が１本ぴんと伸びているのは５月です。春漁になります。近年では、２０１

４年に春漁が一番多く、一昨年、去年と少し減っております。それから秋漁

は、この色の薄い棒線になりますが、２０１５年はかなり多かった。２０１

６年はそれに比べて少なく、２０１４年並みになっております。

このグラフは、左側が２０１２年、右側が２０１３年で、１つのマスが一

月をあらわします。上から１月、２月、３月となっております。横軸は尾叉

長で、単位はｃｍ。２ｃｍ刻みです。縦軸は瀬戸内海全体の漁獲尾数で、単

位は千尾ですので、一番上の「２０」は２万尾になり、スケールをそろえて

おります。ただし、２０１２年の５月はたくさん獲れたので、一番上を３万
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５，０００尾にしています。

このグラフでは、それぞれの体長のものがいつ、どういう所で、どれくら

い獲れたのかが概観できます。これを見ますと、２０１２年の春漁において

は、１歳魚もですが、２歳魚がかなり多く獲れています。２０１０年生まれ

が多かったということになります。２０１２年では秋漁で出現する０歳魚は

少なかったのですが、２０１３年になって、２０１２年生まれの１歳魚がか

なりたくさん出現しまして、夏から秋にかけてもたくさん獲れました。一方、

２０１３年の０歳魚は、２０１２年同様に少ない状態でした。

次に２０１４年と２０１５年のグラフです。２０１４年は２歳魚が通年多

獲されました。これは、２０１２年生まれが多かったということです。この

年も０歳魚は少ない。２０１５年も０歳魚は少ない。２０１５年に１～２歳

魚がかなり獲れたということは、２０１３と２０１４年の発生が、両年合計

すればまあまあ良かったということをあらわします。２０１６年は、まだこ

の図をつくるだけの資料がそろっておりません。こういったデータから、年

齢別の漁獲尾数を求めて、それから資源尾数を求めます。

このグラフが、資源解析の結果です。横軸が年です。この１年は、漁獲量

もそうですけども、１月から１２月までを１年としております。縦軸は資源

尾数で、単位は千尾です。一番多いときには１，２００万尾あったんですが、

それが漁獲量と同様に１９９８年に最低となり、その後回復し、足踏みはあ

りながらも最近は回復基調にあります。２０１４年から１５年は若干減って

います。色分けは、下から０歳、１歳、２歳、３歳、４歳、５歳以上という

ことです。一旦資源が減って回復して以降も、０歳、１歳、２歳くらいまで

は見えていて、３歳は最近少し見え始めたかなという感じです。０歳の尾数

が、前後の年より多くなっている年が幾つかありまして、２００２年、２０

０８年、２０１０年、２０１２年はかなり発生がよかったということになり

ます。例えば、２０１２年は、水色の０歳のときはこのぐらいの幅があって、

翌年、黄色の１歳になると前後の年より黄色の幅が大きい。赤色の２歳のと

きも前後の年よりも幅が大きいということで、２０１２年生まれが近年の資

源の中では、大きな割合を占めておりました。ただ、これも高齢になりまし

て、ほぼ瀬戸内海からいなくなってきているというのが現状です。

尾数で見た資源状況が前の図で、この年齢ごとの尾数に体重をかけますと

資源量が出てまいります。これは、全体の資源量の推移です。これで見ます

と、２歳、３歳と高齢のものの割合が、当然高くなっております。

資源評価では、資源水準と、それから動向も見るんですが、まず資源水準

については、データが揃っている期間中の最低と最高を三分割しております。

１９８６年以前は、データが揃わないので資源解析はできておりません。資

源が一番多かった１９８７年あたりからデータが揃っています。現在、最新
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の値は２０１５年ですが、低位の一番上で、ぎりぎりですが低位です。動向

というのは、全ての魚種系群で５年で見ると申し合わせています。１年減っ

ている年がありますが、５年で見ると増加しているということで、資源水準

は低位にあり、動向は増加しているという判断になります。

次は、各年の親の量と、それから生まれた子供の数を示しています。この

グラフは何を表すのかというと、その年の発生の良し悪しで、発生に当たっ

ての自然環境が良かったのか、悪かったのかという結果を表しております。

数字はそれぞれの年です。そして、横軸が親魚量です。それから縦軸の加入

量というのは０歳魚の尾数ですけども、子供の数です。乱獲により減った局

面では、親魚量も大きく減って、親魚量が減れば当然、発生する０歳魚の数

も減っていくということになります。

それから、その年々のこのグラフの丸と、原点を結んだ直線の角度を見て

まいりますと、角度が寝ているほど環境が悪くて、稚魚は生き残らなかった。

角度が立ってるほど環境がよくて、稚魚が生き残ったということです。０歳

の発生尾数、加入というんですが、加入するまでは人が漁獲していないとい

う状況です。ですから、これは自然環境で全て決まるということになります。

近年、丸が左下に固まっていますので、拡大してみます。資源が減ってき

た時は、下の方に点があって、増えてきてからは、上の方に点があって、自

然環境がいい年が続いたということです。その後、２００２年に発生が良く

て親魚量は増えるのですが、発生は少し足踏みします。２００８年、２０１

０年、２０１２年と発生が良くて、特に２０１２年はかなり発生が良かった

ので親の量、親魚量も右に行きましたが、発生はそれほど良くない年が続い

ておりまして、２０１５年はこのあたりということです。親魚量としては、

まずまずですが、加入量はそれほど良くない。自然環境としては、余りよく

なかったかなという判断です。ただ、この最近の年の加入量というのは、０

歳の漁獲量、漁獲尾数のデータしかありませんので、精度がそれほど高くあ

りません。今後、１歳魚、２歳魚としての漁獲尾数のデータが積み上がれば、

上方修正、あるいは下方修正される可能性があるということです。

それから、この白丸と黒丸は何かと言いますと、２００２年以降、示して

いますが、２００２年以降、人工種苗の放流が本格的に始まりました。それ

による加入量、０歳魚のかさ上げをした分も含んだ加入量を黒丸で示してお

ります。それから、この親魚量には、種苗放流を行っていないときは、１０

０％天然由来ですが、種苗放流を行ってしばらくした後は、放流魚が親にな

って卵を産みます。近年では、過去の放流魚由来のものも親魚になっており

ます。ただ、親魚量のうち放流由来がどれだけあったかというのは、区別で

きませんので、これも両方込みにした海の中にいる全ての親魚量ということ

になります。近年、種苗放流によるかさ上げ効果が落ちていますが、１つは
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資源量全体が増えているということも理由になります。

次は、ＡＢＣです。生物学的許容漁獲量と将来予測です。上が生物学的許

容漁獲量です。これは８５の魚種系群全てで計算されておりまして、申合せ

によりまして、５年間でサワラの場合は資源を回復させるという、かなり厳

しい基準で行っております。これによりますと、目標としては漁獲量を８２

０トンに抑えなさい、あるいはせいぜい９６１トンに抑えなさいということ

です。そうすれば資源は回復しますということです。今の獲り方でいくと、

資源が少し足踏みしていますので、１，４００トンくらい獲れるかなという

ことです。

将来の５年間の予測です。目標値で予測したのが一番左です。横軸が将来

の年です。縦軸が資源量です。２０１５年は中位と低位のぎりぎりぐらいな

んですが、２０１２年生まれが、ほぼいなくなることによって、２０１６年

には資源が６，０００トンから４，０００トンくらいに減っているというの

が現実です。そこから、漁獲量を厳しく抑制すると資源は急激に回復します。

もう少し漁獲圧を緩めると、徐々には回復するということです。この白丸や

黒丸の意味は、自然環境は悪い年と良い年があり、加入に大きく影響します

が、将来、自然環境がどうなるかわからないので、過去１０年間の環境の良

し悪しを無作為に用いて１，０００回計算し資源量の予測を行い、そのうち

の８００回、８０％が白丸と黒丸の間に収まるということで、１０％が白丸

の線より下に、１０％が黒丸の線より上になるということになります。ほぼ

８割がこの間を通るだろうということです。目標値で漁獲すれば、かなり急

激に回復しますし、上限値でも回復します。現状の漁獲を継続すると、悪く

て横ばい、良ければ徐々に回復して、５年後には中位に近づくという計算を

しております。また、資源解析法で説明しましたけども、加入が良ければ成

長は遅くなり、産卵親魚が少し減るということも考慮して計算しています。

この資料は、種苗放流と添加効率をまとめたものです。本格的な人工種苗

の放流は、２００２年から始まりまして、２０１５年は有効放流尾数として

は３万尾程度で、すごく少な目でした。過去１４年間の平均では１４万尾く

らいの稚魚が毎年、放流されています。そして、放流魚のうち、どのくらい

の割合で資源に添加するか、年によって違うんですが、平均してみると０．

１８と、放流魚のうち１８％が資源に加入している、添加されてるというこ

とです。放流魚の混入率については、２０１５年以前の３年間は、残念なが

らほとんど放流魚が検出されていないということで、ゼロということになっ

ております。

次は、年齢別の漁獲物の平均体重、それから資源尾数の年齢組成です。こ

れは、両方とも資源回復を量ではなく質から見たらどうかということを示し

ております。横軸が西暦の年です。上のグラフでは縦軸が平均体重で、下の
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折れ線から、０歳魚の漁獲物の平均体重、次が１歳魚の平均体重、２歳魚、

３歳魚になっています。資源が多かった頃は、平均体重が伸びない、つまり

サワラがたくさんいて、サワラ同士で餌の取り合いをして、成長が遅くなっ

ています。その後、資源が減少し、餌がサワラに十分行き渡るようになり、

成長が良くなっています。近年、若干過去よりも成長が落ちているようにも

見えますけども、資源が多かったときの成長の悪さに比べれば、まだまだ成

長は良い状態が続いています。逆に言いますと、もっと資源を増やして成長

が落ちるくらいまで、サワラを増やす余地が残っているのではないかとも言

えます。下のグラフは、資源尾数の年齢組成を示していまして、割合で示し

たものです。資源の多かった年代は、３歳魚以上の資源が多く、１０％前後

あったんですが、近年では５％を下回っているということです。つまり、資

源尾数の大半は、２歳魚までで、３歳魚まで生き残ることはほとんどなく、

大半が獲り尽くされているというふうに考えられます。これが、質的に見た

現状です。

最後の図です。サワラの管理方策は、ＡＢＣ以外の管理方策となります。

資源回復計画は２００２年度から２０１１年度まで行われ、目標は十分達成

されました。その後も同様の取組が継続され、最新の資源評価結果では、資

源量は約５，８００トンで、低水準の上のほうにあります。ただし２０１６

年、１７年は４，０００トンくらいまで減ってしまっているというのが現状

です。現在、資源は回復したとはいえ、年齢組成は若齢主体で、１歳魚、２

歳魚くらいまでがほとんどです。体長も大型で、成長が早い状態が続いてる

ということです。本格回復したときは、高齢魚まで獲り残されていて、成長

ももう少しゆるく、遅くなっている。こうなって、初めて瀬戸内海のサワラ

資源は本格的に回復したということになります。現在行われている目合い規

制や、秋漁の規制等の若齢魚に対する規制というのは、緩めることなく実施

して、資源量、獲り残しを増やして、資源量をより増加させるということが、

資源学的には望ましいと考えております。以上です。

（長野会長）

ありがとうございました。前回の委員会でも説明がありましたが、２０１

５年、平成２７年の資源水準は「低位」、資源の動向は「増加」とのことでし

た。ただし、今回追加された平成２８年度、秋漁期の漁獲状況を見ると豊漁

であった前年２７年よりも、減少しているものの、平年並みの漁獲であり、

今後の資源状況について注視していく必要があるとのことでした。

ただいまの御説明について、御意見等ありましたらお願いいたします。ど

うぞ。
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（濱本委員）

７ページの真ん中辺に赤字で、今ちょっと説明ありましたけど、２０１６

年は４，０００トン、２０１７年３，９００トンということで、２０１６年

の操業は終わったんですが、この見方で正しいんでしょうか。まだ、数字は

出てないんですけども。

（石田主幹研究員）

これは、２０１５年までの漁獲尾数に基づいて、計算した資源量がこの数

値ということになります。

（濱本委員）

そうですね。

（石田主幹研究員）

ですから、２０１６年度の漁期のデータを全て入れた解析結果は、今年８

月の資源評価会議でお示しできることになります。

（濱本委員）

この７ページの一番下ですけど、現状以上の規制の実施が望ましい。だか

ら、これを踏まえて、今年の委員会指示、若しくは各県の指導が何かされと

んのか、されてないのか、それとも現状の維持をしていくということなのか。

多分、何もしてないと思うんですけど、それは研究レベルでの要望なのか、

行政レベルではこれはあるけれども、それは別だという考えなのか、そのあ

たりをはっきり聞きたいんですけども。

（石田主幹研究員）

まず、研究レベルでは、ページ数で言いますと、６ページの上になります

けども、上のグラフの一番右側のように、もし現状の漁獲圧を継続すればこ

ういう状態になるということです。それと、２歳魚まででほぼ獲り尽くされ

ているというのも現状であると思います。資源を安定させるという観点から

は、もう少し高齢魚まで獲り残すほうが望ましいと考えられるということで

す。それをもっていくべき資源水準がどこにあるかということは、研究面か

らは出てまいりませんで。これは水産庁の所管になるかと思います。

（山本資源課長）

瀬戸内海漁業調整事務所の資源課長の山本です。座って御回答させていた

だきます。科学的には今、石田さんがおっしゃったとおり、現状以上の規制

をすることが望ましいのかもしれませんが、やはり資源管理をする中で、漁
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業者さんで考えてやっていただくということを大事に考えておりまして、後

ほど委員会指示について御審議いただく予定となっておりますが、現状どお

りの規制を来年度も取り組みたいということは、先日行われました漁業者協

議会で承認されておりますので、それを取り組ませていただきたいというふ

うに考えております。

（濱本委員）

４ページの下のほうのグラフでは、右の方の矢印は上に上がってるんです

けども、資源回復計画の当初の目標５，９００トンはほぼ達成しとんです。

これ以上いくという考え方は、私も毎回言うとんですけども、その１９８５

年から８８年、異常な資源の増加によって、違法漁業がたくさん出ました。

サワラでは香川やら岡山や兵庫の浮き刺網がかなり出ました。それから、は

なつぎの復活によって、区域の違反も出てきた、そういう異常な漁獲も含ん

だグラフでずっときてるので、本来、平成１４年の資源回復計画が立ちあが

る前の資料には、この１９８７年より前のデータもちゃんと使われとった。

先ほど、データがはっきりせんと言われておりましたけども。このときの漁

獲からグラフ書いとるから、何時までも低位なんで、私が毎回これ４年間、

ずっと同じこと言うとんですけども、これ、いつまでたっても、石田さんの

希望としては矢印が上に向かっとんだけど、現実にこれ下がりよんねん、既

に。だから規制との整合性がないと私は思いよんねんですけど。将来はこれ

規制が必要だと言いながら、同じことしてきて、これもっと落ちてきたら、

委員会の存続というか、委員会、委員が責められますよ、本当に。どっちに

するのか、また考えてやってもらったほうがいいと思いますね。ぼちぼちこ

れ、私はピークになっとると思うんでね。前から言いよりますけど。この５，

９００トン近くで何とか維持できたら、それが一番望ましいという考えなの

で、これより上にいくと私は思えない。そういうことです。

（長野会長）

そのほか、ございませんか。どうぞ。

（伊藤委員）

今の石田さんと、それから濱本委員さんの御発言を聞きまして、私もちょ

っと言っておきたいんですけど、５ページの石田さんの説明で、親魚量と子

の関係がございました。資源管理に入るときは、非常に漁獲が減ってきて、

皆さんの合意が得られやすかったと思うんですけども、ある程度資源が増え

てきた場合に、親子の関係から見て、今後、どういうふうに漁獲を続けてい

くかということは、当然、この瀬戸内海広域調整委員会の一番、考えなくち

ゃいけない問題ではなかろうかと思うんですね。それで、登木さんがおっし
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ゃった、要するに資源管理計画の眼目というのか、指示ごとに１ページに、

その斜線の部分については春漁って、それから真ん中、中央については漁獲

量規制ということで、親のほうも規制するし、子のほうも規制するという、

両側面があって、それで全体の合意が得られたんじゃなかろうかと、私はち

ょっと考えておりますけども、現在のところ、要するに親の量はほぼ上限に

近づきつつあると。これは先ほどの濱本さんが言われた３年を除けばの話で

すね。３年を除けば従来、かつて安定した時期に近づいてると。そして、子

供は、言わば自然環境に影響されて、これなかなかコントロールが難しい。

だから、言ってみれば親の量をある程度増やすということについては、瀬戸

内海では達成したんじゃなかろうかと。そうすると、今後については、自然

環境の変化がございますが、昔ながらの日本の漁業の眼目からいけば、こう

いうふうに資源回復計画である程度、回復してきたということであれば、現

在の資源回復措置を続けていても、資源の増加に見合って漁獲増は得られま

す。そういう方向で、考えていくのがいいんじゃなかろうかと、ちょっと思

いました。

（長野会長）

ちょっと私、関連で５ページの下の表で２０１２年以降、２０１３年、２

０１４年、２０１５年は、環境が不適で稚魚の生産が不良ということで、右

肩下がりになっています。これが、先ほど伊藤委員の言われた話と似通って

るのかな。どういう環境でこうなったのか、その辺をちょっと教えていただ

ければと思います。関連でお願いします。

（石田主幹研究員）

親魚量が頭打ちになって、安定してきたというお話がございましたけども、

これは必ずしもそうとも言い切れないと思います。というのは、５ページの

下の図のように、環境は、近年、たまたまだと思いますが毎年悪くなってき

ているということがありますので、これがもし、次に環境が良い年が現れれ

ば、加入が増え、その後親魚量も増えることが予測されます。どのくらい増

えるかというのは、次の６ページ目の上の右端のグラフの黒丸のところが実

現するということです。環境がもし良い状態が続けば実現するということで

す。ですから、徐々にですけども増えていくわけです。５年くらいかけて中

位に近づいていく可能性が、環境が良い年が続いてきたらあるということで

す。一足飛びにはいかないということです。

それと環境の良し悪しの原因というのは、水温との関係性を見ても、なか

なかきれいに出ません。昔、広島大学の先生が、餌となるカタクチイワシと

サワラがどれだけ遭遇するかというような研究されてますけども、恐らくそ
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ういったものが、年によってかなり偶然に決まってしまうんではないかと考

えられます。なかなか、環境がどういったことで、将来、環境がよくなるか

悪くなるかという予測は、さらに難しく困難です。

十分にはお答えできなかったかもしれませんが、今わかってることは、そ

ういうことでございます。

（山本資源課長）

あと、濱本委員と伊藤委員のどちらにも通じることなんですが、行政的な

観点から発言させていただきたいと思います。環境要因もあるかと思います

が、取組を続けてきた結果、資源がある程度まで回復してきて、資源管理措

置を見直す新しい段階に進んできたという考え方がある一方で、やはり最初

に決めた中位になるまではとの目標、また、資源が安定するまでは取り組む

んだという思いの漁業者さんもいらっしゃることと思います。そういった漁

師さんや研究者、委員の皆様のお考えを伺いながら、資源状況にあった将来

の資源管理のあり方について、今後、検討していければと考えております。

以上です。

（長野会長）

そのほか、ございませんか。先ほど、石田さんからの説明のとおり、今後

の資源の状況については注視していく必要があるという言葉に、今の議論は

総括されると思います。特段、ご意見はないようですので次のサワラの３番

目の議題である、サワラ共同種苗生産等の平成２９年度の取組について、濱

田参考人より御説明をお願いいたします。

（濱田参考人）

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会の事務局をお預かりしております、全国

豊かな海づくり推進協会の濱田でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、お手元の資料の１－３に基づきまして、説明をさせていただき

ます。この協議会を構成する１１府県で、サワラの広域プランに基づいて連

携して実施するわけですが、平成２９年度につきましては、先日も会議をし

て、この計画を作成したところでございます。まず、２９年度は、この共同

種苗生産の取組は６年目になるわけですけども、基本的には２８年度と同様

の取組ということになります。水研機構の瀬戸内海区水産研究所の屋島庁舎

の施設をお借りしまして、指導をいただきながら、関係府県が協力して取り

組むということで、５月から６月にかけて、１２万尾の種苗生産を目標に取

り組んでいく予定でございます。生産した種苗につきましては、ここに書い

てあります大阪、兵庫、岡山、香川、愛媛、大分の関係６府県に配付をしま

して、漁業者の方の協力を得て中間育成を行い、７０ｍｍまで育てて関係府
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県の地先海面に放流するということになります。この種苗生産の取組に当た

りましては、２９年度の国庫補助事業「栽培漁業総合推進事業」を活用しま

して、経費の一部補助を受ける予定でございます。現在、私どもの協会で補

助事業に採択されるように対応を進めているところでございます。

次に、協力体制でございますが、ここに書いてございますように関係府県

から、生産技術研修員の派遣とか物品の提供などの協力を得て、効率的に種

苗生産を行えるように努めるというものでございます。

平成２９年度の主な取組につきましては、①から⑦に書いてございますが、

資料の裏側の別紙を見ていただきたいと思います。水研機構との協力協定と

ともに施設をお借りしまして種苗生産を行います。（３）の採卵と受精卵の管

理につきまして、採卵については、香川県を中心にやっていただくというこ

とで１００万粒の確保を目標にしております。また、耳石に標識作業を行う

予定です。それから、餌にするイカナゴシラスですが、１，０００ｋｇを目

標に、これも香川県が中心となって、関係府県にも協力していただき確保し

ていく予定です。一部は、宮城県の女川からも、小さいイカナゴシラスを入

手する予定でございます。それから、活きたワムシの確保としまして、万一、

屋島庁舎でのワムシの培養が不調のときには、関係府県でサポート体制を整

えるということでございます。

それから、新しい取組としては、（８）冷凍ふ化仔魚の確保の取組強化です

けども、２８年度の取組の中で、マダイなどの冷凍ふ化仔魚を餌として与え

ると効果があることもわかりましたので、協力していただける種苗生産機関

には、この冷凍ふ化仔魚、マダイとかヒラメとか、そういうもののふ化仔魚

の余ったものを冷凍しておいていただいて、サワラの餌として確保をすると

いう取組を行います。

必要人員等については、基本的に２８年度と同じということです。（１０）

の種苗配布工程や方法の改善については、２８年度に各府県に種苗配付する

際、順番が遅くなった種苗が飢餓状態になり、その後の歩留まりにも影響し

たという状況がありましたので、餌を出荷直前まで十分与えて、それからス

ムーズに出荷するという工程の工夫をして、中間育成でも十分生き残るよう

に取組を改善するということでございます。それから、（１２）の中間育成で

餌とするシラス、特にカタクチシラスの栄養強化剤についても共同で購入す

る予定です。最後の種苗生産の経費につきましては、先ほど御説明しました

ように、国の補助事業の活用と関係府県での連携により確保するという計画

で２９年度も取り組む予定にしてございます。

元気な種苗を皆で作って、育てて放流するということで、資源の増加に貢

献していけるようにしたいと思いますので、引き続き、御指導、御協力をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
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（長野会長）

ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問等ありました

ら、お願いします。

（濱本委員）

去年も前の専務さんに、中間育成７箇所ですか、先ほどの資料１で見ると

平均７１％とよく残っとんですけども、輸送とか中間育成先で殺したら何も

ならないので、その場所とか、放流方法とか考えたらどうかと質問したんで

すけど。やはり中間育成の添加効果と言いますか、やることに意義があると

いうふうな話でしたけども、既に平成１１年からもう１９年ですか、失敗し

たのは１回だけですからね。だから、これだけもうやってきとんで、やはり

放流できて何ぼですから、とにかく中間育成でたくさん残せるよう、成績の

悪いとこもあると思うんですけど、従前的な指導とか、何かされるようにし

たほうがいいと思います。以上です。

（濱田参考人）

ありがとうございます。基本的に御協力いただいている各府県に、どこで

中間育成をするのか、それから漁業者の協力がどのくらい得られるのかとい

うことで、中間育成の場所を検討して決定していただいているということな

んですけども、今年は大分県さんでは場所を変えようということで、漁業者

の方と調整中だと聞いております。

赤潮が出たりすることもあると思いますけども、そういうことを踏まえて、

漁業者の協力を得ながら実施するということですので、できるだけ多く種苗

を生かして放流するように努めていきたいと思います。

（副島委員）

少し質問よろしいでしょうか。種苗生産の目標が１２万尾ということなん

ですけども、大体この種苗生産は、１尾当たりを生み出すのにどれくらいの

コストがかかっているものなのでしょうか。計算は、すごく難しいとは思う

んですけれども、目安として教えていただきますでしょうか。

（濱田参考人）

種苗生産は１２万尾が目標なんですけど、昨年２８年度の実績は９万８，

０００尾とちょっと目標を下回っています。その経費を計算してみますと、

大体、種苗生産にかかった経費が６３０万円くらいでした。その後の中間育

成が約６００万円くらいなので、中間育成の費用も含めて平均すると、最近

の経費としては１，２３０万円くらい。このくらいの経費がかかっていると

いうことでございます。それで、２８年度に放流した尾数が約７万尾でした
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ので、７万尾で計算すると１尾当たり１７５円くらいになります。大まかな

計算ですけども、そのくらいになっているということです。

（副島委員）

ありがとうございます。例えばなんですけれども、先ほどの御報告でも最

近、漁獲量が回復傾向にあるという御報告があったと思うんですが、大体ど

れくらいの水揚げ量で、種苗単価がどれくらいですと、大体ペイしたような

形になるものなのですかね。目安としては。

（濱田参考人）

その辺は、きちっと正確に計算しないとわからないんですけど、過去の平

均的な漁獲量に放流魚の混入率を掛けて、それで放流由来の漁獲量を出しま

して、それに最近年の平均単価をかけるという方法で試算をしてみます。放

流由来の漁獲量が大体１万６，０００ｋｇくらいという試算になります。そ

れに平均単価は、瀬戸内海ですから高いですけど、８８９円、これを掛ける

と１，４６０万円くらいの水揚げがあったと一応試算できます。ただ先ほど、

石田主幹研究員のお話もありましたけど、最近は放流魚の採捕がないので、

ちょっと前のデータを使っていることもありますが、こういう数字が出ます。

放流由来の水揚げ金額が１，４６０万円くらいで、放流経費が１，２３０

万円ですから、例えば経費には施設の借損料とかは含めていませんし、他府

県から派遣していただいている人件費分も含めてませんので、安めに見てい

ると思うんですけど、かかっている経費と回収されている金額は、大体とん

とんくらいではという感じでみているところです。

（副島委員）

ありがとうございます。種苗生産にお金をつぎ込んだとしても、市場で値

がつかなかったら採算が合わなくなっていくかと思ったので質問させていた

だきました。ありがとうございます。

（長野会長）

ありがとうございます。そのほか、ございませんか。それでは、次のサワ

ラの４番目の議題であります、はなつぎ網等のサワラ資源管理措置に関する

検討状況の報告について、御報告をお願いします。

（登木資源管理計画官）

はなつぎ網等におきますサワラ資源管理措置に関する検討状況につきまし

て、資料の１－４を用いまして御説明させていただきます。

まず、今までの検討の経緯等から御説明させていただきたいと思います。
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ここに表を示してございますとおり、昨年度の平成２７年９月９日に開催し

ました第１回のさわら検討会議、このさわら検討会議とは、関係１１府県の

行政と研究者が集まった会議でございますが、この会議の場で、兵庫県さん

から、はなつぎ網の取組見直しについて、今後、隣接県と話をしていきたい

という意思表明がございました。この時点ではまだ、具体的な取組の提案は

ございませんでした。

その後、昨年９月の今年度第１回目のさわら検討会議で、兵庫県・岡山県

の両県から具体的な提案と検討の要望がございました。その後、９月２８日

の漁業者協議会で、兵庫県・岡山県からございました検討要望を御説明しま

して、意見の提出のほうをお願いしたところでございます。

そして、前回の１１月１５日のこの委員会におきまして、両県からの検討

要望を受けまして、現在、関係機関で検討を行っているということを御報告

させていただきました。その後、さわら検討会議を１２月８日、１月３１日

と２回開催しまして、協議を進めてまいりました。１２月８日の平成２８年

度第２回さわら検討会議におきましては、各府県の関係漁業者、行政から提

出していただいた意見をもとに、協議を行いました。各府県からあった主だ

った意見としましては、資源状況を考慮しつつ、慎重に検討を行うべき、ま

た、取組の移行によりまして、漁獲量が大幅に増加するのではないか、漁獲

量制限の上限値を上げたとしても、引き続き、漁獲量は制限すべきであると

か、また、取組の移行によりまして、漁獲量が大幅に増加し資源の影響が懸

念されるような事態が生じたときには、取組の見直しをちゃんと検討すべき

だとか、また漁法の性格上、若齢魚いわゆるサゴシを多獲してしまうのでは

ないかという意見がございました。このような意見を元にさわら検討会議の

中で協議を行いました。その中で、両県から提案がございました完全週休２

日制などの漁獲努力量削減の取組を自主的に行いながら、サワラ資源に対す

る影響試算を踏まえまして、漁獲量の上限値をはなつぎ網は４０トンから８

０トン、サワラ船びき網は２トンから４トンに引き上げまして、３年間漁獲

動向をモニタリングしてみようと、そして、それを踏まえて３年後に検討を

進めていってはどうかという今後の検討の方向性をまとめさせていただきま

した。１月３１日の第３回さわら検討会議では、漁獲量管理の透明化とか、

あとは、モニタリング後の方策については今後議論するなどの検討・調査を

行い、２月２２日の漁業者協議会で議論を進めることで、１月３１日の第３

回さわら検討会議は取りまとめをしたところでございます。また、その間、

各府県では、個別に府県内の調整等を行っていただいたところでございます。

そして、２月２２日の今年度の第２回のサワラ瀬戸内海系群資源管理漁業

者協議会では、兵庫県と岡山県の委員から、各府県からの意見や、さわら検

討会議での議論等を踏まえまして、漁獲努力量削減の取組を自主的に行いな
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がら、漁獲量の上限をはなつぎ網は８０トン、サワラ船びき網は４トンに引

き上げまして、３年間、漁獲動向を見てはどうかとの再提案がございまして、

それをもとに協議を行いました。時折、激しい議論もございましたが、積極

的な協議が行われたところでございます。この漁業者協議会の中で、これま

でのサワラ資源管理の成り立ちや検討を踏まえますと、昨年９月からの検討

開始では、時間が短いのではないかということもありまして、再提案のあっ

た内容につきましては、はなつぎ網等の漁獲管理状況を元に関係漁業者の理

解を十分得るために、もう１年間協議を継続してはどうかということで、取

りまとめられたところでございます。

このため、後ほど御説明させていただきますが、来年度の取組としまして

は、現行の漁獲量制限は変更せず、はなつぎ網等の漁獲管理の状況を両県か

ら提供していただきまして、それを各府県それぞれの浜へ周知・浸透を図る

ことによりまして、関係漁業者の理解と信頼醸成を図って協議を進めていき

たいと考えております。

また、今後の状況等につきましては、次回以降の委員会で、また御報告さ

せていただきたいと考えてございます。以上でございます。

（長野会長）

ありがとうございました。１１月１５日の前回の委員会以降、公式には３

回の協議の場をもたれて、ただいまのような報告になっております。御質問、

御意見等ありましたら、お願いします。どうぞ。

（濱本委員）

もうこのはなつぎの問題については、前回の委員会で私は、意見を述べさ

せてもらっているんで重複は避けますけども、とにかくあと１年継続すると

いうことですが、先ほどの石田さんの説明の中で、若齢魚に対して現状以上

の規制をという話が出ている中で、さらに厳しい話になると思います。だか

ら、サワラ流し網は、もうあと１箇月、はなつぎ網ももう２箇月足らずで始

まるんで、その間にしかるべき指導はきっちりされるように。

それとやはり、流し網が非常に危惧してますので、そのあたりの了解が得

られるような、そういうデータの提示、前にも言いましたけども、そのあた

りも含めて時間が余りないんで。それと、今年また１１月ですか、次の委員

会が。その前に委員の任期があるでしょう。また、委員は変わられるでしょ

う。途切れますよ。その辺も含めてちゃんと継続的な審議なら、それが継続

されるように、各委員さんそのまま出てこられたらいいんですけど、変わる

とまたゼロからですから、その辺も含めて、この資源の問題として慎重に取

り扱うようにしてください。経営はあとの話で、やはり資源の中でこの委員
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会指示があるんで、それだけお願いしておきます。

（山本資源課長）

濱本委員の御指摘を踏まえまして、これからも慎重に協議、検討をしてい

きたいと思います。また、次回の広調委で報告を行わせていただきたいと思

います。その辺は議論がどっか飛んで行ったりとか、引き継ぎがなされない

とか、そのようなことがないように慎重にしっかりと対応してまいりたいと

思います。

（長野会長）

そのほか、御意見ございませんか。どうぞ。

（伊藤委員）

よろしいでしょうか。この資源回復計画は、やはり獲り過ぎであるという

ことで始まったと私は説明を聞いてたんです。獲り過ぎであったので、漁業

者の皆さんにも我慢していただいて漁獲を下げよう、資源が回復すれば、そ

の資源の回復に応じたそれぞれの漁業もメリットがあるわけでございまして、

それは合意の中で今まである程度うまくいってきたと思います。そういった

中で、例えば漁獲の内容というか規制を、特に春秋全体で我慢する、我慢す

ると言いますか、資源が回復するまで待とうということでございますので、

要するに今の状況で節度あるサワラの漁獲体制ができあがってるのではない

かということを１つ申し上げたいと思います。以上です。

（長野会長）

そのほか、ございますか。兵庫県、岡山県さんの出てきてる話なんですけ

ど、御意見等ありましたら。

（豊田委員）

このとおり、あと１年間様子を見るいうことなんで、そのとおりにしても

らったら結構だと思います。

（長野会長）

そのほか、ございませんでしたら、次の５番目の平成２９年の取組と委員

会指示の審議に入りたいと思います。サワラに関する平成２９年度の資源管

理措置とこれに係る本委員会指示（案）について、事務局から御説明お願い

します。
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（登木資源管理計画官）

資料の１－５をごらんください。平成２９年度のサワラ広域資源管理の取

組（案）につきまして、御説明いたします。

１枚おめくりいただきまして、先ほど、はなつぎ網等の資源管理の取組に

つきましては、もう１年協議を継続していくということになり、引き続き、

２８年度の取組を継続していくということで、漁業者協議会等で御了承され

たことを踏まえまして、同様の取組内容を継続したいと考えております。ま

ず１番の資源管理措置の漁獲管理措置につきましては、各灘ごと、漁業種類

ごとの取組につきまして、操業の禁止、目的操業の禁止、はなつぎ網、さわ

ら船びき網、さごし巾着網の漁獲量制限を継続して実施するというふうに考

えてございます。

１枚めくっていただきまして、裏の２ページに瀬戸内海の海域図、先ほど

の内容を図示したものでございますが、本年度と同様な取組を継続していき

たいと考えております。

それから前のページにお戻りいただきまして、種苗放流につきましては、

先ほど濱田参考人から御説明ありましたとおり、来年度も国立研究開発法人

水研機構と連携・協力しまして、サワラの共同種苗生産体制を維持して健全

な種苗を生産し、そして適地に放流する取組を行っていきたいと考えてござ

います。それから（３）で先ほどの、漁獲管理措置や種苗放流のほかに、漁

業者の皆様に従来から取り組んでいただいております定期休漁日の取組でご

ざいますとか、船上受精卵放流の取組につきましても、引き続き継続をして

いただきたいと考えてございます。

それから、４ページ目をごらんください。先ほど、御説明させていただき

ました漁獲管理措置の取組につきまして、瀬戸内海におけるこの取組の法的

担保としまして、来年度におきましても瀬戸内海広域漁業調整委員会指示の

発出をお願いしたいと考えておりますので、御説明させていただきます。

まず、４ページから６ページにかけ、各灘の定義をしてございます。

それから６ページの終わりから７ページにかけまして、流し網の網目制限

としまして、１０．６ｃｍ以上とするとの規制。それから操業制限としまし

て、各灘ごとの流し網の操業禁止、それから曳き縄の目的操業の禁止や漁獲

量制限について記載しております。

それから、最後の８ページになりますが、この指示の有効期間としまして

は、平成２９年４月１日から来年の３月末までとしてございます。

それから最後の９ページ目になりますが、来年度におきましても岡山県が

サワラの放流効果調査を計画されておりますので御報告いたします。こちら

の調査につきましては、９月２０日から１１月３０日の間の５日間を予定し

ております。今年度と同様に１０月中に実施されると聞いております。内容
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につきましては、本年度と同様な調査、２．７寸の流し網を使って、０歳魚

の漁獲調査を行う予定としております。

来年度の取組（案）とこれに係る委員会指示（案）につきましての説明は、

以上でございます。御審議のほうよろしくお願いします。

それから、紀伊水道外域と宇和海における公的担保措置については、中川

課長からお願いします。

（中川調整課長）

続きまして、資料はございませんけども、紀伊水道外域と宇和海の公的担

保措置について御説明いたします。

紀伊水道外域における公的担保措置については、従来、和歌山・徳島連合

海区漁業調整委員会において措置していただいておりましたが、昨年度につ

いては同委員会の開催が整わず、連合海区漁業調整委員会指示による公的担

保措置は行えませんでしたけれども、和歌山及び徳島の両海区漁業調整委員

会がそれぞれ委員会指示を発出し、今年度については、昨年度と同様の指示

内容が担保されたと聞いております。来年度につきまして、従来の指示内容

を担保すべく努めていただければと思います。

また、宇和海につきましては、近日開催予定の愛媛海区漁業調整委員会に

おいて、本年度と同様の海区委員会指示を決議される予定と聞いております。

（長野会長）

ありがとうございました。来年度のサワラの資源管理措置については、引

き続き、漁獲管理と種苗放流とを一体的に実施していくこととし、資源管理

措置の公的担保として、漁獲管理措置と同一内容の本委員会指示を設定した

いとのことです。それでは、来年度の取組（案）とこれに係る本委員会の指

示（案）につきまして、御意見等がございましたらお願いいたします。

私から１つ、資料１―４のはなつぎ網等における検討状況の資料の平成２

９年１月３１日のところにある「漁獲量の管理を透明化」するということで、

議論があったようなんですけど、これについては２９年度の取組として、何

か処置されているのかお聞かせください。

（登木資源管理計画官）

これにつきましては、はなつぎ網等が漁獲量制限を行っている中で、漁獲

管理の仕方といいますか、実際にどのような管理が行われているのか、外か

らはなかなか見えずらいということがございます。透明化の具体的な内容に

つきましては、これから詰めていかないといけないとは思っております。先

ほども濱本委員からございましたとおり、流し網の方々はいろいろと危惧さ

れている、懸念もあるということなので、そのようなことが払拭できるよう
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に、ちゃんと管理されてるということをデータをもってお示しできるように

していきたいと考えております。この資料の１－５の中には、具体な対応を

書いてはおりませんが、そこはちゃんと取り組んでいきたいと考えておりま

す。

（長野会長）

そのほか、ございませんか。それでは、サワラの資源管理に関し、来年度

の取組（案）とこれに係る本委員会指示（案）について、原案どおり承認す

ることとし、今後の事務手続上、文言の訂正等があった場合には、私のほう

に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」という声あり）

（長野会長）

ありがとうございます。それでは原案どおり承認いたします。

（議題（２）燧灘カタクチイワシ広域資源管理について）

（長野会長）

次の議題であります燧灘カタクチイワシ広域資源管理についてに入ります。

今年度の実施状況について、事務局から説明をお願いします。

（登木資源管理計画官）

資料２をごらんください。平成２８年度、今年度の燧灘カタクチイワシ資

源管理の取組につきまして、御報告させていただきます。

瀬戸内海の中央部の燧灘におきましては、関係する広島県、香川県、愛媛

県の３県が協調して、カタクチイワシの資源管理の取組を行っております。

燧灘のカタクチイワシにつきましては、産卵親魚を保護しまして、新規加入

量を確保するという観点から、ここの左側の囲いにございますとおり、予想

される産卵の時期を踏まえまして、大羽漁の操業開始日を検討するという取

組を行っております。具体的には、瀬戸内海水研の伯方島庁舎の１月から３

月までの積算水温が１０５０度を超えれば、早期産卵年と推測するような形

で取り組んでおります。この取組につきましては、過去経験的なところから、

１０５０度を超えれば産卵が若干早いという知見を踏まえ、そこを１つの目

安として、大羽漁の開始日の検討をしてございます。

それで、本年度の積算水温でございますけども、右側の囲いにございます

とおり、今年度は１０９０．９度と、この積算水温の判断を始めましたのが

平成２２年からですけども、初めて１０５０度を上回った年になります。今
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回、早期産卵の傾向が推察されましたが、関係三県の漁業者による燧灘カタ

クチイワシ資源管理協議会、こちらのほうで大羽漁の開始日について協議し

たところ、今年度については、通常の６月１０日以降の操業から始めようと

いうことで、合意されました。

それで、先ほど申しましたとおり、この積算水温については、左側の囲い

の真ん中に棒グラフがございますとおり、平成２２年からこの１０５０度と

いう水温を始めて以降、一度もこの１０５０度を超えなかったのですが、平

成２８年に初めて１０５０度を超えたということで、この基準の妥当性につ

いて、この下にございますＧＩ、生殖腺指数で検証を行っております。それ

で、このＧＩの値につきまして、赤い点線が大体４．４１という値を想定し

ておりまして、この４．４１を下回りますと一定の産卵のピークを迎えてい

ると判断されるわけです。５月の終わりごろには、指標を大体下回っており、

大羽漁が始まった６月１０日以降には、かなり下がってきているということ

で、経験的な形でも取り組んでいます積算水温の指標は、一定の根拠がある

んではなかろうかと考えてございます。それから、右の囲いのほうですけど

も、３県の実際の操業開始日でございますけども、広島県は６月１７日から、

香川県、愛媛県は６月１３日から、それから、愛媛県のイワシ機船船びき網

につきましては、６月２６日から操業が開始されました。また、定期休漁日

としまして、瀬戸内海機船船びき網につきましては、週休２日、イワシ機船

船びき網につきましては、毎週土曜日の週休の取組を行っていただきました。

次の裏面をごらんください。こちらのほうには、燧灘のカタクチイワシの

漁獲量と初期資源尾数のグラフを整理してございます。平成２８年（２０１

６年）、一番右のところですけども、漁獲量は３県合計で１万３１９トンと、

前年が１万１５７トンなので、ほぼ前年並みというか平成１０年以降、大体

１万トンで推移しているところでございます。大羽漁は、大体好調であった

のですが、シラス、このグラフでいきますと黒い部分でございますけども、

過去は黒い部分もしっかりと図の中に見えているのですが、ここ最近、特に

２０１６年、平成２８年は、シラスの漁がかなり悪かったと、３県合計でも

２０１トンということで、ずっとここ何年かはシラス不漁の状態が続いてご

ざいます。このため、関係県が連携協力しまして、この不漁要因の究明のた

めの各種調査を引き続き、実施しております。また２０１４年、平成２６年

の記録的な大不漁を受け、平成２７年から調査を開始しておりますが、まだ

１年、２年の調査では原因というところまでは、たどり着いていませんが、

今年度からは瀬戸内海水研の協力も得ながら、さらに調査を充実しておりま

すので、その状況を見守っていきたいと考えてございます。それから（２）

のほうですけども、初期資源尾数、これは平成２８年生まれの新規発生の尾

数でございますけども、今年も大体１億尾程度ということで、２０１１年以
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降ずっと低い状況が続いてる状況でございます。

瀬戸内海のカタクチイワシにつきましては、瀬戸内海水研で資源評価をし

ています。瀬戸内海全域での資源評価では、資源水準は高位に近い中位で、

動向は横ばいという評価をされております。その中瀬戸内海の一部分になり

ます燧灘につきましては、先ほどの漁獲量なり初期資源尾数の状況から、燧

灘のカタクチイワシの資源状況につきましては、資源水準は低位、動向は横

ばいと評価されております。

それから、資料はありませんけども、一昨年、平成２７年の関係３県の漁

業者協議会におきまして、漁獲された大羽の状況から、現在、積算水温を大

羽漁の開始日の指標としておりますが、大羽漁の開始直後に痩せたＧＩの低

い大羽が獲れるということで、積算水温よりも別の指標を検討してほしいと

いう要望がございました。これを受けて昨年度から調査を充実させながら、

関係３県の行政研究者で検討をしておりますが、まだ検討は継続中でござい

ます。具体な見直しの内容などにつきましては、検討状況を踏まえまして、

次回以降のこの委員会に御報告させていただきたいと考えてございます。報

告は以上でございます。

（長野会長）

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、御意見

等ございましたらお願いします。どうぞ。

（濱本委員）

裏側の２ページ目ですけど、上のグラフは７９年から、下のグラフは９３

年からと、間違って見てしまったらいかんので、下のグラフも７９年からの

データはないんですか。それとも何か意図があるんですか。昔は獲れとった

けど、今はこんなん減っていることだけですか。何かあるんですか。単純な

疑問です。

（登木資源管理計画官）

多分ということでしかお答えできないんですけども、この初期資源尾数は

コホート解析により計算していますが、旬ごとの漁獲量を元にコホート解析

をしておりますので、９３年以前は、そこまでの詳細なデータが揃っていな

いので、この９３年以前に遡って計算できないんではないかと思っておりま

す。

（濱本委員）

とにかく最近は、低位安定でチリメンが獲れないので、金にならんという

状況ですから、そのチリメンと親との関係あたりをもうちょっと詳しく知り
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たいと思ってます。以上です。

（登木資源管理計画官）

今、鋭意､調査しておりますので、調査データを踏まえて、今後、チリメン

不良の要因ですとか、あと漁獲についてもわかりやすくお示しできるか考え

てみたいと思います。

（長野会長）

そのほか、ございませんか。どうぞ。

（武田委員）

これまで、積算水温で操業開始時期を決めてきたと思うんですけど、今回、

積算水温が１０５０度を上回ったにもかかわらず、早期産卵ではなかったと

いう流れですけど、例えば２６年、２７年は積算水温はかなり低いですよね。

そのときのＧＩのデータは全然ないということなんですか。

（登木資源管理計画官）

ＧＩの調査は、平成２２年以降、行っておりますので、この資料には２８

年のデータしか載せておりませんが、過去のデータもございます。

（武田委員）

このＧＩの変動というのは、例えば２６年、２７年と比較して、２８年度

はどういう結果だったんですか。

（山本資源課長）

まず１点目として、平成２８年の積算水温は基準を上回って、ＧＩも見て

いただくとわかりますように早期産卵年であったという評価がされています。

しかし、実際の操業開始日については、漁業者の判断により、今回は早めな

かったという事実関係がございます。

２点目としまして、平成２６年、２７年の積算水温は９５０度を下回って

いて、産卵は晩期化の傾向ということで、今回の資料には載せてはおりませ

んが、早期産卵が推察された平成２８年よりも、ＧＩの数値の下がり方は遅

いという結果になっております。

（長野会長）

よろしいですか。

（武田委員）

あと１点だけ教えてください。操業開始日が例えば、前倒しになった場合
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に、漁獲が始まるのが早くなるわけなんで、すると好・不漁の関係というの

はどういう関係になるんですか。

（登木資源管理計画官）

最近のシラス不漁の関係ですけども、ここ最近言われてるのが、卵の数は

多いがシラスに加入してこないという傾向がずっと続いております。卵がた

くさんあるのになぜシラスに加入しこないのか、卵からふ化した後、餌とな

るカイアシ類にあたらないんで加入する前に死んでしまうのか、そういうと

ころを今、香川県を中心に調査をされております。昨年の調査では、ふ化直

後にはいたんだけども、１週間くらいすると姿が見えてこなくなるという状

況もあるようです。今年もシラスは不漁で、広島県では、ここに記載してま

すとおり６月１３日に網下ろしをしましたが、結局すぐに休漁しまして、７

月の中旬ぐらいまではチリメン漁ができませんでした。香川県、愛媛県もチ

リメン漁は悪かったという状況ではあるんですけども、一方で、７月の中下

旬からカエリとか小羽、中羽の漁獲が、それなりにあったという状況もござ

います。ということは、チリメンもいたのではないか、ただ漁獲できる状況

ではなかった、はっきりとわからないところでもあるのですが、ある一定量、

チリメンはいたものの、薄く散らばっていたので、なかなか漁獲できるよう

な状況ではなかったんではなかろうかと推測されていますが、今後の調査で

明らかになってくると思っております。

（山本資源課長）

あと補足しますと、操業開始日の前倒しについて、香川県と愛媛県は、大

羽を獲っておりますので、産卵が終わった痩せたイリコの加工に向いたカタ

クチの親が早目に獲り始めることができるということで、漁業経営としては

メリットがあるということです。

ただ、ある程度、産卵させてから獲ろうという資源管理を行っております

ので、操業開始時期については、調査で得られたデータを元に、今、見直し

を検討しているとこであります。

（長野会長）

ありがとうございました。そのほか、ございませんか。ないようでしたら、

ここで休憩を１０分ほどとって、１５時２０分から再開したいと思います。

では、休憩します。

休憩 １５時０８分

再開 １５時２０分
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（議題（３）太平洋クロマグロの資源管理について）

（長野会長）

それでは委員会を再開したいと思います。

議題の３、太平洋クロマグロの資源管理についてに入ります。この議題の

進め方につきましては、太平洋クロマグロの資源管理の遵守・徹底に関する

調査の中間報告、瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第２８号の９に基づく、

違反者への対応及び処分方針（案）について、太平洋クロマグロの資源状況

と管理の方向性についての順番に進めたいと思います。

それではまず、太平洋クロマグロの資源管理の徹底・遵守に関する調査の

中間報告について、事務局から説明をお願いします。

（山本資源課長）

瀬戸内海漁業調整事務所の資源課長の山本でございます。本来ならば、水

産庁管理課、課長か室長から御説明を差し上げるところですが、本日事情や

むを得ず欠席とのことですので、私から代わって説明させていただきます。

まず、資料３－１をごらんください。皆さん御存じのように、太平洋クロ

マグロは大西洋のクロマグロとはまた別種のクロマグロでございまして、日

本海、瀬戸内海、太平洋など日本の周辺を泳いでるクロマグロは、全て太平

洋クロマグロになります。

太平洋クロマグロにつきましては、経緯にございますとおり中西部太平洋

まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）の国際合意に基づいて、３０ｋｇ未満の小型

魚、３０ｋｇ以上の大型魚にそれぞれ漁獲量上限を設けて、漁獲管理をして

いるところでございます。今は、第２管理期間ということで、沿岸漁業では

平成２８年７月から２９年６月までの１年間でございますが、ここでは特に

小型魚の漁獲が増えておりまして、後ほど説明させていただきますが、操業

自粛要請等も今、出ている状況でございます。

そのような状況の中で、昨年、長崎県では、日本海・九州西広域漁業調整

委員会指示に基づく承認を受けていない漁船が操業したという事例や、三重

県では、県からの操業自粛要請に従わず操業を継続したという事例が発生い

たしました。具体的には、３ページ目をごらんください。３ページ目には、

長崎県対馬における太平洋クロマグロの管理に関する現地調査の報告としま

して、平成２８年１２月に水産庁も一緒に対馬の漁協で確認させていただき

まして、結果概要としましては、３．にございますとおり、無承認操業の疑

義があった事例と、漁獲量が未報告だったという事例がございました。無承

認操業の疑義がある事例は１６名、漁獲量は約１２トンと書いてありますが、

２月２７日に長崎県がプレスリリースしておりまして、結局、１６名ではな
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く１７名であったと聞いております。また、（２）の漁協を通じた漁獲量の未

報告については、３０トン程度と書いてありますが、先ほどと同様に長崎県

のプレスリリースによりますと、３４トンで、対馬以外の８漁協でも約１１

トンの未報告があったと聞いております。

続きまして、５ページ目をごらんください。こちらは三重県の事例でござ

いますが、三重県は太平洋南部・瀬戸内海ブロックの複数県と共同でクロマ

グロの小型魚の数量管理をしております。その中で、三重県では好調な漁場

形成により、県の漁獲目安２２．７トンを超過し、県から操業自粛要請が発

出されたのですが、こちらは太平洋広調委の承認を受けた沿岸漁業者が、そ

の操業自粛要請に応じず、そのまま操業を継続して、最後の３の下の表に書

いてありますが、６名が５２．６トンを水揚げしました。こちらの６名につ

きましては、廃業届を出して、沿岸クロマグロ漁からは退いていただいてお

ります。

資料の最初の１ページに戻っていただきまして、このような長崎県や三重

県での事例がございまして、沿岸の３９都道府県に対して、改めて委員会指

示に基づく承認制の周知徹底や、漁獲モニタリングによる漁獲量の報告体制

を調査いたしました。

この結果、２の（１）になりますが、新たに７県で承認にかかる疑義事例

や未報告等が確認されました。具体的には１枚めくっていただきまして２ペ

ージ目になりますが、静岡県で委員会指示に基づく承認を得ない操業の疑義

があったということや、またその他の県では、漁獲量の未報告や報告内容の

誤りが報告されております。現在、原因究明や再発の防止の検討を取り組ん

でいるところでございます。ＷＣＰＦＣで決められた国際約束に基づく取組

ですので、数量管理、又は委員会指示に基づく承認制をしっかり周知して、

日本として対応していきたい、しっかり遵守・徹底して、資源管理について

進めていきたいと考えているところです。以上です。

（長野会長）

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問等ござい

ましたらお願いします。ございませんか。それでは、次に前回の委員会で決

議しました沿岸くろまぐろ漁業の承認制に係る瀬戸内海広域漁業調整委員会

指示第２８号の９に基づく違反者への対応及び処分方針（案）について、事

務局から説明をお願いします。

（山本資源課長）

引き続き説明させていただきます。資料３―２をごらんください。先ほど

申し上げました違反事例を受け、委員会指示の違反に対しての対応や処分方



- 32 -

針について、今回の委員会で御審議いただきたいと考えております。

資料３―２の５ページをごらんください。こちらに委員会指示の本文に横

線を引かせていただいておりますが、７のところに承認の取り消しとして、

委員会は、承認を受けた者が、農林水産大臣の命令に違反した場合は、承認

を取り消すこととなっております。また、９のその他として、この指示の実

施に関し、必要な事項については委員会が別に定めるところによるとなって

おり、この規定に基づいて違反者への対応及び処分方針について、これから

説明させていただき、内容について御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。

資料３―２の１ページ目にお戻りください。未承認とか未報告といった疑

義情報につきまして水産庁が接受した場合に、１の（１）のところでござい

ますが、速やかに事務局として広調委の会長に一報するとともに、都道府県

を通じまして、まず調査等を実施いたします。次に（２）ですが、会長はそ

の調査の報告を受け、必要と認めた場合、会長名による指導文書を発出し、

後日、委員会に報告させていただきたいと考えております。

２番目としまして、その対応・処分基準についてですが、調査を行い、指

導を行ったにもかかわらず、それに従わないと見込まれる場合、又は再度違

反が確認された場合については、下記の表の違反内容に基づいて、それぞれ

の対応をしたいと考えております。まず、表の①ですが、承認を受けず沿岸

くろまぐろ漁業を営んだ場合、未承認で操業した場合については、こちらは

漁業法に基づいて、農林水産大臣に対して、その漁業者が委員会の指示に従

いなさいということを命じる旨の申請、これを裏付命令の申請と申しますが、

この命令申請の手続きをとりたいと思います。また同じく、②のところでご

ざいますが、漁獲実績に係る虚偽の報告をした場合、③の報告をしなかった

場合につきましても、同じように大臣の裏付命令の申請をさせていただきた

いと思います。

その表の下の＊印ですが、この裏付命令申請に係る手続きは、会長又は会

長代理に一任とし、裏付命令の申請をした場合、後日、委員会に報告させて

いただきたいと思います。この大臣の裏付命令を受けたにもかかわらず、そ

れにも違反した場合、これは表の④のとこでございますが、先ほど御説明さ

せていただきました委員会指示の７の規定に基づき、承認を取り消すことに

したいと思います。ただし、承認を取り消されても、すぐに承継の承認申請

とかができないよう、一番下のとこでございますが、承認を取り消された場

合は、その日から１年間は承認を行わない対応としたいと考えております。

次に、２ページ目になりますが、（３）のところで、これにかかわらず、例

えば、違反が悪質と認められる場合は、指導をせずに、すぐに対応すべきで

あると、書面により委員会の委員の半数以上の同意が得られた場合は、裏付
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命令の申請を行いたいと思います。また、この場合も後日、委員会に報告さ

せていただきたいと思います。

３につきまして、処分する場合の手続きでございますが、こちらは大臣が

裏付命令を行うにあたり、処分予定者に対して異議の申し立てができること

になっておりますので、委員会による承認の取り消しについても、異議があ

れば１５日以内に申し出て聴聞を行い、聴聞の結果、正当の理由が認められ

ない場合は、承認を取り消す処分を行いたいと考えております。以上になり

ます。

（長野会長）

ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問がありました

らお願いいたします。

（梅田委員）

山口県の梅田です。処分方針で説明がありましたけど、こうして委員会指

示の違反に対する処分方針は大事だと思うんですけど、山口県も既にこうい

う方針を作りまして、実際に運用しています。ただし、特定の委員会指示に

対して、こういう処分をするというのではなくて、山口県の瀬戸内海域が出

してた委員会指示の全ての違反について、こういう処分をしますよという内

容です。今の説明を聞く限りでは、これは沿岸くろまぐろ漁業の指示だけに

対して、こういう形で処分をしていくと聞こえたんですけど。広調委指示は、

他にサワラに関するものもありますよね。だから、もうちょっと汎用性のあ

るような、瀬戸内海広調委の指示違反に対する処分方針という内容で、その

中でマグロ編、サワラ編とか、何かそういう形の書き方をした方が、サワラ

は余り緊急に処分しないといけないという違反がないのかもしれませんけど、

もし出てきたら、サワラの委員会指示について、こういう方針を作らなけれ

ばならないようになると思いますので、私の意見としては、広調委の指示違

反に対する処分方針は、もっと大きく括った方針でやられたほうが良いんじ

ゃないかなという気がしましたので、ちょっと意見を言わしていただきまし

た。

（山本資源課長）

山口県では、そのような委員会指示の処分方針を作成されているというこ

とでございますが、一方、そもそもは委員会指示というのは、漁業者の代表

の皆さんに集まっていただきまして、漁業者自らが守ることを前提にして、

指示をしていくということになっています。サワラの委員会指示につきまし

ても、基本的には従っていただけるものとして発出してきたところでござい

ます。しかし、太平洋クロマグロの委員会指示については、太平洋なり日本
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海なりで、具体的な違反事例が出てきてしまいましたので、この太平洋クロ

マグロの委員会指示については、今回急遽ではございますが、個別な対応と

しまして、処分方針について決めさせていただきたいと考えております。

（長野会長）

どうぞ。

（濱本委員）

今の山口県さんの意見とよく似ておるんですけども、委員会指示の違反の

場合には、漁業法に手順がちゃんと決められているので、それをかなり越え

た厳しい規制になっているように思うんですけど。

それと、既にあった違反についても適用するんですか。ちょっと、余りに

も性急で唐突では。それと、これは多分、国が案を作って３つの広調委それ

ぞれにかけるんでしょうけど、瀬戸内海の場合、違反はほとんどないと思う

んですけども。何かちょっと厳し過ぎるような、唐突過ぎるような気がする

んですけど、そのあたりはどうなんですか。

（山本資源課長）

お答えさせていただきます。おっしゃるとおり、この処分方針（案）につ

きましては、２月１５日に開催されました日本海・九州西広調委、３月３日

に開催されました太平洋広調委でも、同様の内容で御審議いただき、議決さ

れてるところでございます。

また、手続きについて、厳し過ぎるのではないかというご意見につきまし

ては、やはり実際に違反事例が出てきてしまっているということや、国際的

な情勢としまして、国内も国外からも非常に注目を浴びているということを

考慮しますと、この太平洋クロマグロの資源管理について、水産庁としては、

ここまできっちりとした対応をするべきではないかと考えているところです。

もう１つ、既に違反した者に対し、遡って処分することはございません。

（長野会長）

よろしいでしょうか。

（濱本委員）

ちょっと、国際約束の対応のためということは、わかるんですけどね。急

にかなり厳しいような、普通の委員会として、例えばさっきサワラの話をさ

れましたけど、サワラだって厳しい話をしたら、例えば、４０トンの制限ち

ゃんと守っとんかいう話からしたら、委員会指示に抵触する話も出ますし、

やはり公平性というのは当然あるし、それから漁業法そのものに手順がある
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んで、一発取消とか、そんなんはありませんからね。委員会指示だったら、

まずは指導せないかんから、一回は。そのあたりを考えたら、ちょっと厳し

いなという気がしとるんで。これ今日決めるんですか。

（森係長）

水産庁の森です。今日決めると言いますか、細かな文言修正等も出てこよ

うかと思いますので、そちらについては後ほど、会長一任ということで、御

理解いただければと思います。

（長野会長）

多分、濱本委員、御推察のように国際問題っていうか、マスコミで随分騒

がれたということもあって、個別の名前出していろいろ対応しなければいけ

ないということがあったんだろうと思います。

そのほか、御意見ございませんか。それでは、沿岸くろまぐろ漁業の適正

な管理を行うため、瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第２８号の９に基づく

違反者への対応及び処分方針について、原案どおり承認することとし、今後

の事務手続上、文言の訂正等があった場合には、私のほうに御一任いただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」という声あり）

（長野会長）

それでは、原案どおり承認します。ありがとうございます。

引き続きまして、クロマグロに関する最後の説明でございますけれども、

太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性について、事務局から説明をお

願いします。

（山本資源課長）

引き続き、御説明させていただきたいと思います。資料は３―３、太平洋

クロマグロ資源状況と管理の方向性についてになります。

最初に国際情勢について、御説明させていただきたいと思います。１枚お

めくりいただきまして、２ページになります。２ページの上に、ＷＣＰＦＣ

年次会合の結果としまして、これは昨年１２月に開催された国際会議の結果

でございますが、まず現行措置において、小型魚の枠から大型魚の枠へ振り

替えることを可能とするということが決まりました。こちらは、韓国が大型

魚の枠はなく、小型魚の枠しか持っていないという状況の中、大型魚を漁獲

してしまったので、小型魚から大型魚へ枠を振り替えるということでござい

ます。資源管理上、大型魚よりも小型魚を守るほうが資源管理としては効果
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があるということがございますので、この振り替えについては資源的には問

題ないということでございます。

その他、養殖活動について、データ収集を強化することや、長期管理方策

として２０３０年までの次期中間目標を、今年の２０１７年の北小委員会で

作成することになりました。また、太平洋クロマグロの資源評価は、国際科

学小委員会（ＩＳＣ）で行っておりますが、次期中期目標の作成に向けた科

学的な検討を行い、その結果を議論する関係者会合、ステークホルダー会合

と書かれてありますが、漁業関係者、養殖業者、ＮＧＯ等、実際のクロマグ

ロ漁業に関係する関係者を集めて、次期中間目標について検討するというこ

とになっております。こちらは、水産庁で２月２８日にプレスリリースをさ

せていただいてるところです。

その他、２に書かれてるように、遅くとも２０３４年までに初期資源の２

０％まで資源を回復させる措置を策定すべきということや、緊急ルールを策

定すべきといったことがＷＣＰＦＣから北小委員会に要請されたというとこ

ろでございます。

次に下の国際的な決定事項につきましては、昨年、一昨年合意された現行

措置をほぼ継続するということですので割愛させていただきます。

３番になりますが、４月には先ほど申し上げましたステークホルダー会合、

東部太平洋を管轄しますＩＡＴＴＣの年次会合、ＷＣＰＦＣの北小委員会が

韓国で８月から９月に開催されて、年末にフィリピンでＷＣＰＦＣの年次会

合が開催されることになっております。

続きまして、国内の管理の方向性について、御説明させていただきます。

４ページをごらんください。４ページの上段、１―１でございますが、繰り

返しになりますが、沿岸漁業につきましては、平成２８年７月から２９年６

月３０日までを第２管理期間として数量管理しております。一方、大中型ま

き網漁業等については、第２管理期間は昨年の１２月３１日まででしたので、

すでに今年の１月から第３管理期間が開始されているというところでござい

ます。

下の１―２の第２管理期間のくろまぐろ型の数量管理について説明します。

小型魚の漁獲枠は４，００７トンで、大臣管理によるまき網や近海かつお・

まぐろ漁業などが約半分、残りの１，９０１トンを各都道府県に割り振り、

さらに右の図にございますように、５ブロックと任意参加の定置網の共同管

理により漁獲量を管理してるところです。また、定置網の共同管理につきま

しては、第２管理期間から取り組んでいるところです。次の５ページ目の１

―３にあります定置網の共同管理になりますが、定置網は受動的な漁業で、

入るときにどっと入ること、また、いつ、どこで入るか、年変動が激しいの

で、地域間の漁獲の偏りに弾力的に対応できるよう、定置網の枠を持ち寄っ
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て共同管理を実施しております。全ての都道府県が参加しているわけではご

ざいませんが、この趣旨に同意する１７道府県が参加しているところでござ

います。

続きまして、その下の２―１の第２管理期間の漁獲状況につきまして、御

報告させていただきます。この資料は３月１日時点なので、最新の３月６日

時点の数量をまず御報告させていただきますが、３０ｋｇ未満小型魚の漁獲

量上限４，００７トンに対し、３，６５１トンと書かれていますが、３月６

日時点で３，７４８トンまで積み上がっている状況にございます。また、曳

き縄や定置網等の沿岸漁業では、漁獲量上限１，９０１トンに対し、１，６

９４トンと書かれていますが、現在は１，７９１トンと、６月末まで管理期

間が残っておりますが、残り１１０トンしかないという状況になっています。

また、警報や操業自粛についての情報が書かれておりますが、定置網につ

きましても３月６日に特別警報が出され、９割まで漁獲が進んでおります。

日本海西部では１２月に操業自粛要請、九州西部では３月２日に操業自粛要

請、太平洋南部・瀬戸内海では今年の１月に操業自粛要請と、曳き縄など沿

岸の漁師の皆さんには、操業を自粛していただいてるところでございます。

７ページになりますが、第２管理期間における操業自粛要請などの発出状

況や、先ほど説明しました未報告のような事例を踏まえまして、第３管理期

間、今年の７月から始まる管理期間になりますが、今までの漁獲量管理の実

績や反省点を踏まえまして、自県だけで管理しますという単県管理とするの

か、瀬戸内海のようにそもそも枠を持っていない０トンの県や、ほぼ数トン

しかないような県もございますので、そういう県は枠を持ち寄ってグループ

として漁獲量を管理していくという共同管理とするかなど、管理体制の再編

について、まさしく今、検討しているところでございます。

８ページ目になりますが、上段に日本定置網漁業協会の取組みイメージが

ございます。先ほども、定置網は受動的な漁業と説明させていただきました

が、実際にはサケをメインに獲っていたり、ブリをメインに獲っていたりと

いう定置網が日本全国に色々ございます。そういった中で、小型のクロマグ

ロが入ってしまうので網を揚げてしまえば、他の魚も獲れなくなってしまい、

定置網としては相当なダメージがございます。このため、日本全体で４，０

０７トンを超過した際に、他の漁業に獲り控えをしていただき、獲り控えの

ための操業の転換にかかります経費について、定置網の皆さんから協力金と

して関係者が負担するという仕組みについて、日本定置網漁業協会で検討を

しているところでございます。

また、次の９ページの上段になりますが、くろまぐろ型ＴＡＣの検討見通

しについてということで、今、いろいろと試行錯誤しながら、漁獲枠の管理

を行っているところでございますが、クロマグロをＴＡＣの法制度の下で管
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理するための政令改正について、３月２２日までパブコメを実施している最

中でございます。その後、政令改正を行い、第３管理期間の次の第４管理期

間から、ＴＡＣ制度の中でクロマグロの漁獲量管理をしていこうと考えてお

ります。最後に下の図には、現在各県に、どれだけの曳き縄などの沿岸くろ

まぐろ漁業の承認隻数がいるのか記載させていただいております。簡単では

ございますが、太平洋クロマグロの国際情勢と国内の管理の方向性について、

御報告させていただきました。以上になります。

（長野会長）

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問等お願い

いたします。ございませんか。将来的には、資料の９ページの上にあるとお

り、ＴＡＣ制度の導入について検討しているということです。

（議題（４）平成２９年度資源管理関係予算について）

（長野会長）

それでは、議題４の平成２９年度資源管理関係予算について、水産庁から

御説明をお願いいたします。

（森係長）

水産庁管理課の森と申します。座って説明させていただきます。

平成２９年度予算の概要ということで、資料４をごらんください。資源管

理・資源調査の強化ということで、現在、国会審議中ではありますが、平成

２９年度予算といたしまして、前年より増額し、４３億４，１００万円を要

求してございます。内訳といたしましては、資源評価の精度向上が求められ

てございますので、１ページ目の下のほうの１と２の部分ですが、我が国周

辺水産資源・調査評価推進事業に１６億３，１００万円と、前年より増額要

求しております。こちらは我が国周辺海域における主要魚種、本日、御審議

いただきましたカタクチイワシですとかサワラですとか、そういった資源評

価に使う予算です。

また、国際資源調査評価推進事業ということで、こちらも前年より増額し、

１４億９，３００万円要求しているところでございます。こちらも本日、御

審議いただきました太平洋クロマグロの資源評価にかかる予算等も含まれて

ございます。

また、今回新たに新規として、２ページ目の真ん中からちょっと下段の７

番目になりますが、太平洋クロマグロ漁獲抑制対策支援事業としまして、先

ほどの説明の中にもございましたとおり、定置網はクロマグロの漁獲抑制が

難しいということですので、クロマグロの混獲回避のための定置網の漁具改
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良等支援としまして、３，０００万円要求してございます。以上です。

（長野会長）

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問等ありま

したらお願いします。

（議題（５）その他）

（長野会長）

ないようでしたら、その他の議題に入ります。本日の委員会で、その他と

して何かありましたらお願いします。

（閉 会）

（長野会長）

ないようですので、本日、準備された議題はこれで全て終了いたしました。

本日は、いろいろ貴重な御意見、あるいは御討議ありがとうございました。

また、議事進行に御協力をいただきましてありがとうございました。

なお、議事録署名人の岡本委員、伊藤委員におかれましては、後日事務局

より、本日の議事録が送付されますので、対応方よろしくお願いします。

これをもちまして、第３３回瀬戸内海広域漁業調整委員会を閉会いたしま

す。どうもありがとうございました。

（１６：１１閉会）




